実　習　委　託　契　約　書
○○（以下「甲」という。）と市立豊中病院 （以下「乙」という。） は乙の施設において甲の学生 (以下「実習生」という。) の臨床実習を実施するにあたり、次のとおり委託契約を締結する。
（総則）
第１条　甲は、乙に対し、次の通り実習の実施を委託する。

（1） 実習名　　　　　　●●実習

（2） 実習施設　　　　　市立豊中病院　大阪府豊中市柴原町４丁目１４番１号
（3） 実施期間及び人数　●年●月●日から●年●月●日までの内●日間とする。

実習生の人数及び日数は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
（遵守事項）
第２条　実習生は乙の実習指導責任者等の指示を遵守し、職場の秩序を乱す行為及び乙の業務に支障を来す行為を一切してはならない。

（実習生の健康状態）
第３条　甲は乙に対し、実習開始前に実習生の健康状態を記載した書類を提出する。
２．実習生は各種抗体検査(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎等で、乙が指定するもの)を実施し、乙が必要と認めた場合は、甲は乙に対して実習生の抗体検査結果を提出する。また、予防接種についても実習内容及び実習期間を勘案の上実施し、乙が必要と認めた場合は、甲は乙に対して実習生の予防接種実施状況を報告する。なお、検査結果について、乙は適正に管理する。

３．本誓約書に定める実習にあたって、実習生の健康状態に問題が生じた場合には、甲乙協議の上、当該実習を中断または中止することができる。
（実習生の疾病及び傷害）
第４条　実習生の実習期間中における疾病及び傷害、又は実習を原因として実習後に生じた疾病及び傷害に
ついては、甲の責任において対処するものとする。ただし、乙の管理・監督不足または実習施設内（院内）感染などの感染源が特定されるなど、原因が乙に特定される場合は、乙の責任において対処するものとする。
（実習費）

第５条　実習終了後、おおむね２週間以内に甲は乙に報告書を送付し、別途定められた方法にて実習費を支払うものとする。

（個人情報の取扱い）
第６条　甲及び甲の実習生は、実習中に知り得た患者等の個人情報を実習中及び実習後も第三者に意図的な開示や過失による漏洩をしてはならない。

２．実習生が個人情報に関して乙に負担を要する債務等を発生させた場合は損害賠償等その履行を甲が負うものとする。

３．乙は実習生に対し、個人情報等の保護に関する取扱について別紙文書(「誓約書」)をもって十分に説明し、実習生の承諾のもとに、誓約書を提出させるものとする。
（実習生の疾病及び傷害）

第７条　乙の重大な過失が起因する場合を除き、実習生が実習中に負傷し、又は罹病した場合は、甲が責任を持って処理する。

 (損害賠償)

第８条　実習生が故意または重大な過失によって乙に損害を与えた場合は、甲がその責任を負うこととする。

（第三者損害賠償）

第９条　実習生の故意、過失ならびに甲又は乙の管理・監督不足により、第三者あるいは乙の従業員等(以下「第三者」という)に人的又は物的損害を与え、当該第三者と乙との間で損害賠償責任を問う紛争又は訴訟が発生した場合は、甲及び乙は、その当事者として誠意を持ってその対応にあたるとともに、甲乙は実習生と連帯して当該第三者に対する賠償責任を負うものとする

２．前項の賠償負担の割合及び求償については、甲乙協議の上決定するものとする。

（契約の解除）
第１０条　次の各号に該当する場合は、乙はただちにその旨を甲に通知するとともに、契約を解除することができる。

（1） 甲がこの契約に違反したとき。

（2） 甲においてやむを得ない事由によりこの契約を履行できなくなったとき。

（3） 第８条に定める事態が生じたとき。

（4） 実習期間中、実習生が著しく乙に迷惑を及ぼし、業務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めたとき。

（反社会的勢力等の排除）
第１１条　甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の事項を確約する。

（1） 自らもしくはその子会社が、暴力的、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員（以下、あわせて「反社会的勢力」という。）ではないこと。

（2） 自らもしくは子会社の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。）が反社会的勢力でないこと。

（3） 反社会的勢力に自己の名義を使用させ、本契約を締結するものではないこと。

（4） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと。

（5） 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与または便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
２．甲及び乙が前項に違反したとき、相手方は最速を要せずに本契約及び個別契約の全部または一部を解除することができ、これにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。

（管轄裁判所）

第１２条　この契約について訴訟等の生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
（協議）
第１３条　この誓約書に定める事項の変更、またはこの誓約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議のうえ処理するものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
　　　令和　　年　　月　　日
(日付は空白でお願いいたします)
（甲）住所
大学名
代表者名







　　　






（乙）大阪府豊中市柴原町４丁目１４番１号







　　　 市　立　豊　中　病　院







　　　豊中市病院事業管理者 直川　俊彦　
